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　　　付　則

　この規則は，平成31年４月１日から施行する。

茨城県規則第11号

　茨城県霞ケ浦水質保全条例施行規則の一部を改正する規則を次のように定める。

　　　平成31年３月28日

茨城県知事　　大 井 川 　 和 　 彦

　　　茨城県霞ケ浦水質保全条例施行規則の一部を改正する規則

　茨城県霞ケ浦水質保全条例施行規則（昭和57年茨城県規則第31号）の一部を次のように改正する。

　別表第３の備考中第５項を第６項とし，第４項の次に次の１項を加える。

　　５･　別表第２第18項に掲げる指定施設を設置する工場又は事業場に係る排出水については，当該工場又は事業場

を当該工場又は事業場に汚水又は廃液を排出する工場又は事業場に係る区分に属するものとみなして，この表

に掲げる排水基準を適用する。この場合において，当該工場又は事業場につき異なる許容限度の排水基準が定

められているときは，それらの排水基準のうち，最小の許容限度のものを適用する。

　　　付　則

　この規則は，公布の日から施行する。

茨城県規則第12号

　茨城県生活環境の保全等に関する条例施行規則の一部を改正する規則を次のように定める。

　　　平成31年３月28日

茨城県知事　　大 井 川 　 和 　 彦

　　　茨城県生活環境の保全等に関する条例施行規則の一部を改正する規則

　茨城県生活環境の保全等に関する条例施行規則（平成17年茨城県規則第98号）の一部を次のように改正する。

　第21条第１項中「測定は」の次に「，当該工場等の排水口において」を加え，同項第１号中「当該工場等の排水口

において排出される排出水中の生物化学的酸素要求量，化学的酸素要求量及び浮遊物質量」を「海域及び湖沼以外の

公共用水域に排出される排出水については次のア及びウに掲げる項目，海域及び湖沼に排出される排出水については

次のイ及びウに掲げる項目」に改め，同号に次のように加える。

　　ア　生物化学的酸素要求量

　　イ　化学的酸素要求量

　　ウ　浮遊物質量

　第21条第１項第２号中「当該工場等の排出口において排出される排出水中の生物化学的酸素要求量，化学的酸素要

求量及び浮遊物質量」を「海域及び湖沼以外の公共用水域に排出される排出水については前号ア及びウに掲げる項目，

海域及び湖沼に排出される排出水については同号イ及びウに掲げる項目」に改め，同項第３号中「当該工場等の排出

口において排出される排出水中の生物化学的酸素要求量，化学的酸素要求量及び浮遊物質量」を「海域及び湖沼以外

の公共用水域に排出される排出水については第１号ア及びウに掲げる項目，海域及び湖沼に排出される排出水につい

ては同号イ及びウに掲げる項目」に改め，同項第４号中「当該工場等の排水口において排出される排出水中の」を削る。

　　　付　則

　この規則は，公布の日から施行する。


